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令和３年１月版 

長野市「安心おかえりカルテ」作成支援のポイント 

 
１ 氏名・住所・本籍地・電話番号 

フリガナとともに正確に記入する。旧姓・異名（愛称、自分の氏名を何と名乗ること 
が多いか等）がある場合には記入する。 

 
２ 出身地や前住所、思い出の場所・ホッとできる場所 

  思い出の場所・ほっとできる場所は、出身地等と重複してもよい。 
  本人の行き先が予想される場所として記入する。 
 
３ 身長・体重・靴のサイズや身体の特徴等 

見た目のみの判断でなく、本人・家族から聴取して記入することが望ましい。 

  ほくろやいぼ、手術や火傷の痕などは有効な情報となる。頭髪の状態は、髪型や色、

薄毛であるかどうかなど詳細に記入しておく。 
（緊急時、慌てていると思い浮かばないこともあるので、あらかじめ情報を整理して

おくことが大事であることを伝えて聴取する。） 
    
４ 耳の聞こえ・会話の様子、外出の手段 

難聴か、会話能力はどうかなどを記入。外出の手段には、普段使う交通手段[ バス、電

車、自転車、自家用車（車のナンバー）等 ]を記入する。 
 
５ 家族等の状況 

欄が不足する場合は、裏面を使用してもよい。電話番号は連絡が取れる電話番号の順

に記入する。 

 
６ 民生児童委員、介護支援専門員（ケアマネジャー）、地域包括支援センター 

連絡先を記入。 
カルテを作成したことについて、民生児童委員への連絡を家族に促す。 

 
７ 写真 

  最近の写真（顔、全身両方あるとよい）を用意。 
写真は本人を探す決め手となり、体型や姿勢など言葉で説明するより明確なので、 

添付を勧める。 
    
８  同意確認等、情報の共有 

行方不明の際、速やかな発見につなげるため、支援関係者が情報を共有することにつ

いて、本人又は家族に同意確認を行い、カルテ裏面の同意欄に記載、署名及び押印又は

サインを依頼する。 
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また、このカルテ作成時だけでなく、日頃から家族間で連絡の機会を持っておくこと

や民生委員と連絡を取っておくことも大切であることを伝える。 
 
９ カルテの保管 

本人が行方不明になった時に通報する家族等が保管する。 
本人又は家族の同意が得られた場合は、行方不明時、状況に応じて警察等捜索機関へ 

情報提供できるよう、カルテの写しを担当の地域包括支援センター、居宅介護支援専門 
員（ケアマネジャー）及び中部地域包括支援センターも保管する。 

 
10 その他 

(1)カルテ以外の備え 
  カルテの作成支援とあわせて、案内ちらし「安心おかえりカルテについて」２及び 

３（裏面）についても情報提供を行い、日頃の工夫や行方不明になった場合への備えを

支援する。 
◎いなくなったと気づいたら、出来るだけ早く捜索機関（警察署、消防署）に届出する

よう伝える（連絡が遅れるほど、遠くにいってしまう可能性があり、発見が難しくな

るため）。 



         





 

  
 

 

 

 

◆ 通電中に容器が膨らむ、コードから煙が出るなどの異常がありましたら、直ち

に使用をやめましょう。通電は、布団等の中では安全装置が作動しなくなる場

合がありますので行わないでください。 

◆ 購入する際、PSE マークや S マークの表示された製品を選びましょう。 

◆ 近所の高齢者の方に「声かけ」、「見守り」を日頃から行い、消費者被害は未

然に防止する・被害に気づいていない人に、気づかせる機会を設けてください。 

 

 

第 10 号 令和３年１月４日 

長野市消費者被害防止見守りネットワーク情報 

～不安を感じたら迷わず電話～ 

◆長野市消費生活センター 224-5777 

（消費者ホットライン 188） 

◆長野中央警察署 244-0110 

◆長 野 南 警 察 署 292-0110 

（警察相談専用電話 ＃9110） 

 

【発行元】長野市地域・市民生活部  

市民窓口課 消費生活センター 

〒380-0835 長野市大字南長野新田町 1485-1 

 長野市もんぜんぷら座４階 
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